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社団法人 佐賀県自家用自動車協会定款 

 

設    立    昭和 21 年 8 月 5 日 

法人設立許可    昭和 30 年 12 月 10 日 

改正（認可年月日） 昭和 40 年 8 月 27 日 

          昭和 48 年 6 月 11 日 

          昭和 61 年 6 月 10 日 

          昭和 62 年 6 月 29 日 

          平成 4 年 6 月 10 日 

平成 15 年 6 月 12 日 

 

第 １ 章  総      則 

（名  称） 

第１条 この法人は、社団法人 佐賀県自家用自動車協会（以下「本協会」という。）と称する。 

（事 務 所） 

第２条 本協会は、主たる事務所を佐賀市内に置く。 

２ 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

（目  的） 

第３条 本協会は、自家用自動車に関する調査及び研究を行い、運輸秩序の確立と交通安全思想の普及及び高揚並

びに交通安全対策の推進に努めることにより公共の福祉を増進すると共に、各関係機関と会員相互の連絡を緊密

にし、もって、自家用自動車の健全なる発展に寄与することを目的とする。 

 

第 ２ 章  事      業 

（事  業） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

 (1) 自家用自動車に関する調査、研究、統計及び資料の収集 

 (2) 自家用自動車に関する意見の公表及び関係諸機関に対する意見の開陳 

(3) 道路運送法、道路交通法、自動車の保管場所の確保等に関する法律その他の自動車関係法令の施行に対する協

力 

(4) 交通道徳の普及及び高揚並びに交通安全及び交通事故防止のための施策に関する宣伝及び啓蒙 

(5) 自動車関係法令の周知徹底及びその励行を図るための講習会等の開催 

(6) 自動車の保管場所の現地調査委託業務及び整備管理者講習委託業務 

(7) 自家用自動車の使用及び登録、届出に関する業務 

(8) 印紙及び自動車重量税印紙の売り捌き業務並びに自動車税、自動車取得税等の収入証紙の売り捌き業務 
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(9) 自動車損害賠償責任保険代理店業務及びその他の自動車に関する保険の代理店業務 

(10)自家用自動車及び交通事故に関する相談業務 

(11)関係諸官庁及び関係団体との連絡協調並びに会員の福利厚生に関する業務 

(12)その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

第 ３ 章  会      員 

（種  別） 

第５条 本協会の会員は、次の３種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 

(1) 正 会 員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体 

(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者 

（入  会） 

第６条 正会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申

し込まなければならない。 

２ 会員（名誉会員を除く）の入会は、会長が別に定める会員名簿に登録された時をもって入会したものとみなし、

理事会で事後承認するものとする。 

３ 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者（１人に限る。以下「指

定代表者」という。）を定め、会長に届け出なければならない。 

４ 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。 

（会  費） 

第７条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

２ 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 

（会員の資格喪失） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退会したとき。 

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 

(4) ２年以上会費を滞納したとき。 

(5) 除名されたとき。 

（退  会） 

第９条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会す

ることができる。 

２ 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。 
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（除  名） 

第１０条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の３分の２以上の議決に基づき、除

名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第１１条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

第 ４ 章  役   員   等 

（役員の種類及び定数） 

第１２条 本協会に、次の役員を置く。 

     理  事   ３０名以上３５名以内 

     監  事   ２名又は３名 

２ 理事のうち、１名を会長、３名以内を副会長、１名を専務理事、１名を常務理事とする。 

（役員の選任等） 

第１３条 理事及び監事は、総会において正会員（団体にあっては指定代表者）の中から選任する。ただし、理事

のうち３名以内及び監事のうち１名を正会員以外の者から選任することができる。 

２ 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。 

３ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 

４ 理事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を九州運輸局長並び

に佐賀県知事（以下「主務官庁」という。）に届け出なければならない。 

５ 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。 

（役員の職務） 

第１４条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序

に従い、その職務を代行する。 

３ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。 

４ 常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。 

５ 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。 

６ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1) 財産及び会計を監査すること。 

 (2) 理事の業務執行状況を監査すること。 

 (3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は主務官庁に報告するこ

と。 

 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集
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すること。 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

（役員の解任） 

第１６条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の３分の２以上の議決に基づいて解任

することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

（役員の報酬等） 

第１７条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 

２ 役員には費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 

（顧  問） 

第１８条 本協会に、顧問１名以上３名以内を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。 

４ 顧問には、第１５条第１項及び第１７条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあ

るのは「顧問」と読み替えるものとする。 

 

第 ５ 章  総 会 

（種  別） 

第１９条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構  成） 

第２０条 総会は、正会員をもって構成する。 

（開  催） 

第２１条 通常総会は、毎年１回以上開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 

 (3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 

（権  能） 

第２２条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。 
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（招  集） 

第２３条 総会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。 

２ 会長は、第２１条第２項の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時総会を招集しなけれ

ばならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の

７日前までに正会員に通知しなければならない。 

（議  長） 

第２４条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 

（定 足 数） 

第２５条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（議  決） 

第２６条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（書面表決等） 

第２７条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ

て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 

（議 事 録） 

第２８条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

 (2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記す

ること。） 

 (3) 審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の経過の概要及びその結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上が、署名及び押印をしなければなら

ない。 

 

第 ６ 章  理 事 会 

（構  成） 

第２９条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権  能） 

第３０条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 
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 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（種類及び開催） 

第３１条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 

２ 通常理事会は、毎年２回以上開催するものとする。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第１４条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。 

（招  集） 

第３２条 理事会は、第１４条第６項第４号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第３項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その日から１４日以内に臨時理事会

を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日

の７日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた

方法により通知することができる。 

（議  長） 

第３３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（定足数等） 

第３４条 理事会については、第２５条から第２８条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中

「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。 

 

第 ７ 章  委 員 会 

（委 員 会） 

第３５条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員

会を置くことができる。 

２ 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。 

３ 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

第 ８ 章  財 産 及 び 会 計 

 

（財産の構成） 

第３６条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 会費 

 (2) 寄附金品 

 (3) 財産から生ずる収入 
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 (4) 事業に伴う収入 

(5) その他の収入 

（財産の管理） 

第３７条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

（経費の支弁） 

第３８条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第３９条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席正会員の３分

の２以上の議決を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 

（暫定予算） 

第４０条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を

経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（事業報告及び決算） 

第４１条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算

書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の３分の２以上の議

決を経て、その事業年度終了後３ヵ月以内に主務官庁に報告しなければならない。この場合において、資産の総

額に変更があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 

（長期借入金） 

第４２条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、

総会において出席正会員の３分の２以上の議決を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。 

（事業年度） 

第４３条 本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ９ 章  定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４４条 この定款は、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ

変更することができない。 

（解  散） 

第４５条 本協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号まで及び第２項第２号ほか、総会において正会員総数

の４分の３以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て解散する。 

（残余財産の処分） 

第４６条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、

主務官庁の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 
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第 10 章  事 務 局 

 

（設 置 等） 

第４７条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び職員は、会長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

（備付け帳簿及び書類） 

第４８条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 (1) 定款 

 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

 (3) 理事及び監事の名簿 

 (4) 事業計画及び予算に関する書類 

 (5) 事業報告及び決算に関する書類 

 (6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 

 (7) 許可、認可等及び登記に関する書類 

 (8) 定款に定める機関の議事に関する書類 

 (9) 理事及び監事の履歴書 

 (10)職員の名簿及び履歴書 

 (11)その他必要な帳簿及び書類 

２ 前項第１号から第６号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。 

 

第 11 章  補 則 

（細  則） 

第４９条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定

める。 

 

 

 

  附  則 

この定款は、昭和 30 年 12 月 10 日から施行する。 

附  則 

この定款は、昭和 40 年 8 月 27 日から施行する。 



 ９

附  則 

この定款は、昭和 48 年 6 月 11 日から施行する。 

附  則 

この定款は、昭和 61 年 6 月 10 日から施行する。 

附  則 

この定款は、昭和 62 年 6 月 29 日から施行する。 

附  則 

この定款は、平成 4 年 6 月 10 日から施行する。 

 附  則 

この定款は、平成 15 年 6 月 12 日から施行する。 

 



  

１ 平成２２年度事業報告 

   平成２２年の国内は、民主党への政権交代後、初の本格的な国政選挙となった７

月の参議院議員選挙で政権与党が大敗を喫し、その後は、いわゆる｢ねじれ国会｣

の中で、｢政治とカネ｣の問題、尖閣諸島沖での海保船舶に対する中国漁船の衝突事

件対応等で内閣支持率が大きく低下した。その後も、年度内予算編成の行方が不安

定な中で、年が明けると外国人からの献金問題で前原・外相が引責辞任するなど政

権与党にとっては波乱含みの年であった。 

   また、本年３月１１日には宮城、岩手、福島県を中心とした東日本大震災が発生

し、２７，０００名以上の死者・行方不明者と１５万人以上の避難者に加え、福島

第一原発事故など未曾有の被害をもたらした。 

   一方、我が国経済について政府は本年１月の月例経済報告で、昨年９月のエコカ

－補助金の打ち切りで低迷していた自動車生産に底打ち感が出てきたとして、景気

の基調判断を｢足踏み状態｣から｢その状態にあるが一部に持ち直しに向けた動きが

ある｣と昨年６月以来７カ月ぶりに上方修正されたところであるが、欧州などの景

気下振れや、国内の雇用情勢悪化といった不安材料が依然として残っており、景気

が回復軌道に乗るかどうかは予断を許さない状況であると判断されているところ

である。 

   特に、当協会と密接な関係にある自動車業界では、平成２１年４月から３カ年の

予定で環境性能に優れた新車の取得税と重量税を減免するエコカ－減税と、同年６

月からの環境対応の新車購入補助金制度の導入で県内でも登録自動車の販売増が

見られたところである。 

   しかし、補助金制度が昨年９月初旬の申請分で終了、同月から新車販売にブレ－

キがかかることとなり、１０月以降は大幅な反動となるなど、協会の主要事業であ

る自動車保管場所の現地調査件数は前年度比 2.3％減(1,000 余台)となった。 

   共済事業である自動車共済については、年度目標 9,750 件を掲げ契約増進に努め

たが、僅かに目標を達成できなかった。 

   一方、公益事業については、九州運輸局の輸送統計調査及び無保険(無共済)車に

対する街頭・監視指導のほか、佐賀県(市)交通対策協議会等が主催する交通安全運

動等に積極的に参加した。 

 



  

   なかでも、安全で快適なクルマ社会の実現を目指して、｢県自家用自動車協会交

通安全推進員｣(協会7支部傘下の会員27人に委嘱)の皆さんと協会職員がともに各

季の交通安全運動期間中に街頭活動等を実施したほか、職員は公益法人としての社

会的責任を果たすために事業活動の使命を生かしながら、県内各地において交通安

全対策、地域防犯のための広報活動等を実施した。 

   当面の厳しい情勢を乗り切り安定的な事業基盤を確立するために、職員の意識改

革を図るほか定款に定める事業を推進するため、全国自家用自動車協会をはじめ関

係機関・団体との連携強化、業務の効率化・適正化を図るなど、役職員が一体とな

って以下の事業を懸命にかつ積極的に推進したところである。 

    以下、平成２２年度中における協会の事業概況について報告する。 



                     

第１ 会 務 関 係 

 

 

１ 会員及び車両数並びに役職員関係 

  平成２３年３月３１日現在における当協会の会員数、車両数及び役職員の状況は次のとお

りである。 

正 会 員 数         ３，９３６  人 

賛 助 会 員 数        ３，２２９  人 

車 両 数         １０，５７５  台 

役 員 数             理 事 ３０  人 ・ 監 事 ２ 人 

職 員 数            ４４  人（ 男 子 ２４人・女 子 ２０人 ） 

 

 

２ 会議・行事等 

  当期間中における協会の会議及び行事並びに当協会が参加した他機関・団体主催の行事等

は別表１のとおりである。 

 

 

３ 表 彰 

当協会会長表彰(平成２２年５月１７日付) 

    ○ 優良交通安全事業所               黒木建設㈱ 様 ほか２０事業所 

    ○ 優良整備管理者                坂 本  清 美 様  ほか ４名 

    〇 永年無事故運転者               大 榎 ミツ子 様  ほか３６名 

 

 

４ 報告関係 

    ○ 事業計画書・収支予算書届出書 (佐賀県知事)      平成２２年 ５月２８日付 

○ 事業状況等報告 (佐賀県知事)            平成２２年 ５月２８日付 

○ 役員変更届出書（佐賀県知事）           平成２２年 ５月２８日付 

○ 管理台帳提出 (佐賀県警察本部長)          平成２２年 ５月２８日付 

○ 役員異動報告 (佐賀県知事)             平成２２年 ５月２８日付 

    ○ 定例報告 (全自協会長)               平成２２年 ５月２８日付 

○ 公益法人事業状況報告書等 (九州運輸局長)      平成２２年 ６月１１日付 

    ○ 登記事項変更届出書（佐賀県知事）         平成２２年 ６月１１日付 

 

 



                     

第２ 事 業 関 係 

 

 

１ 対外施策関係 

【 平成２３年度税制改正に関する要望 】 

    昨年９月開催の｢(社)全国自家用自動車協会の総務･業務合同委員会｣において承認された

｢平成２３年度税制改正に関する要望書｣について、全自協事務局では関係省庁等に陳情さ

れており、(社)佐賀県自家用自動車協会においても、当県協会長連名で関係機関及び地元

選出の関係国会議員等へ陳情要請をいたしました。 

○ 道路特定財源に係る自動車関係諸税の廃止 

○ 自家用自動車に係る税負担の不公平等の是正 

○ 消費税と二重課税の自動車取得税の廃止 

○ 自賠責保険・任意保険の保険料の所得税控除の取扱 

○ 環境税の導入への慎重な対応 

 

 

２ 交通安全対策 

(1)  当協会における交通安全対策は、公益目的事業の柱と位置づけ、佐賀県交通対策協議会、

佐賀県警察、九州運輸局佐賀運輸支局等との連携をより強化し、春、夏、秋、冬の交通安

全県民運動の取組みなど、積極的な推進に努めた。特に、当該運動期間中は、協会職員と

当協会委嘱の｢交通安全推進員｣との協働により、各地域の主要交差点等において通学時の

児童、生徒の交通安全指導を推進するとともに、各季の安全運動の活動重点を広報するた

めのチラシを独自に作成して配布するなど、交通安全の広報啓発に努めた。 

 

(2)  また、佐賀県の道路交通行政における喫緊の課題となっている高齢者の交通事故防止に

ついては、本部及び各支部事務所前に高齢者事故防止を呼びかける｢のぼり旗｣の掲出、高

齢者を交通事故から守るためのリーフレットや独自のチラシを作成して配布するなどの取

組みを実施した。 

 

 (3)  平成２１年７月から佐賀県、佐賀県警、佐賀新聞社などが主体となって推められている

通年の佐賀県交通安全県民運動に本年も賛同し協賛している。 

 

 (4)  平成２２年１１月１９日(金)佐賀県トラック協会研修室を借り上げて、会員等を対象に

九州運輸局佐賀運輸支局及び佐賀県警察本部交通部の協力を得て、整備管理者講習会を開

催し、整備管理者の交通安全に対する意識の高揚に努めた。 

 



                     

 

 (5)  平成２３年２月２８日(月)佐賀県トラック協会研修室を借り上げて｢県協会交通安全推

進員研修会｣(出席者２４名)を開催した。 

      研修会では、新たな推進員２名に委嘱状を交付するとともに、県警担当者から｢最近の交

通情勢、交通事故防止対策について｣の講話を受け、街頭活動中の受傷事故防止を目的とし

たビデオ活用による検討協議を実施した。 

    また、初の試みとして県警本部通信指令室及び交通管制センターの視察研修を実施し、

今後のより効果的な活動と受傷事故防止について確認した。 

 

 

３ 運輸行政協力事業 

(1)  自賠責保険加入指導、街頭取締の補助 

自賠責未加入車の絶無を期するために、九州運輸局長から委嘱された無保険(無共済)車

指導員２人(協会職員)が年間の監視指導計画に基づき監視指導活動を実施するとともに、

運輸、警察合同街頭取締には、佐賀運輸支局長委嘱の補助員１８人(協会職員)を参加させ

て指導取締の補助を行った。 

それらの状況は次表のとおりである。 

無 保 険 車 指 導 街 頭 取 締 補 助 

 

実 施 回 数 派遣職員数 
標章不表示等

発見車両数
実 施 回 数 派遣職員数 

標章不表示等

発見車両数

２２年度 ３４   ３４ １０４ ８ １６  ４ 

２１年度 ３４  ３４ １０２ ８ １６  ３ 

対 比 ０  ０ ２ ０ ０  １ 

 

(2) 自動車輸送統計調査 

九州運輸局長の委託を受けた輸送統計調査業務は、統計法に基づき正確な資料の作成と

回収の効率化に努め、次表のとおり運輸行政に協力した。 

 調査票配布数 未回収数 回 収 数 回 収 率 
回収数のうち

調査不能数

２２年度 ４５１  １０ ４４１ ９７．７８%  １０４ 

２１年度 １，００６  １４ ９９２ ９８．６１%  １４９ 

  （注１）「回収数のうち調査不能数」とは、廃車等の理由により調査できず、調査票だけを回収したもの。 

   （注２）当該調査業務は、平成２２年９月で終了したため、平成２１年度と平成２２年度の対比は省略した。 



                     

 

４ 自動車保管場所調査業務 

  自動車保管場所調査業務については、平成１９年度から一般競争入札制度が導入され、平

成２２年度も当協会が落札し、業務委託契約の契約事項及び事務処理要領に基づき、厳正・

公平・迅速をモットーに調査業務を遂行した。 

なお、平成２２年度における処理状況は、次表のとおりである。 

 

調  査  件  数 
 

２２ 年 度 ２１ 年 度 

前年同月比 

件   数 

４ 月 ３，４６７ ３，２６５ ２０２ 

５ 月 ３，３２７ ３，１１４ ２１３ 

６ 月 ３，８４３ ３，６２０ ２２３ 

７ 月 ４，０１６ ３，６５９ ３５７ 

８ 月 ４，０８１ ２，９４９ １，１３２ 

９ 月 ３，９２９ ４，０７５ △ １４６ 

10 月 ３，３４５ ３，７１９ △ ３７４ 

11 月 ３，２９２ ３，８３７ △ ５４５ 

12 月 ２，９９８ ３，３４３ △ ３４５ 

１ 月 ２，９３３ ３，６２３ △ ６９０ 

２ 月 ３，８４９ ４，０８５ △ ２３６ 

３ 月 ５，３６２ ６，１８６ △ ８２４ 

計 ４４，４４２ ４５，４７５ △ １，０３３ 

 

 

 

 

 



                     

 

５ 交通事故相談業務 

(1) 最近の損害賠償の高額化に伴い、交通事故相談は増加するとともに、内容的には複雑化

しており、会員に対するサービス業務の更なる向上及び自動車共済事業の拡販の面から更

に高度の知識と技術が要求されるため、支局長会議、全職員研修会、支部単位の研修会等

において、職員を指導し業務の推進を図った。 

 

(2) 西日本自動車共済担当職員と協力し、年間を通じて会員・共済契約者等の交通事故相談

に応じ円満解決への指導・助言を行うとともに安全広報など交通安全対策を講じた。 

 

(3)  年度内の相談件数は次表のとおりである。 

受 理 件 数 の 内 訳 
 相 談 件 数 受 理 件 数 

解  決 未 解 決 

２２年度 ６９４件 ６３８件 ５５９件  ７９件 

２１年度 ６２５件 ５９０件 ５２４件  ６６件 

対 比 ６９件 ４８件 ３５件  １３件 

 

 

 

６ 自動車共済事業 

共 済 掛 金 収 入 契  約  件  数 

 目 標 額 

  (千円)

収 入 額 

  (千円) 

達 成 率 

   (％)

目   標 

   (件)

達   成 

   (件)

達 成 率 

   (％) 

手数料等 

収  入 

(千円)

22年度 393,000 392,353 99.84 9,750 9,636 98.83  66,152 

21年度 398,300 389,447 97.78 9,790 9,721 99.30  67,344 

対 比 △ 5,300 2,906 2.06 △ 40 △ 85 △ 0.47  △ 1,192 

（注）｢掛金収入｣と｢契約件数｣は応当月、｢手数料収入｣は収入月を基準として計上した。 

 

 

 

 

 



                     

 

７ 収入証紙の売捌き業務 

２２年度における自動車税及び自動車取得税に関する県収入証紙の売捌きは次表のとおり

で前年度に比べるとエコカー減税等も影響し、売捌総額において１億９００万円減、手数料

収入において約７６万円減である。 

                                                                              （単位：円） 

 売 捌 総 額 手 数 料 必 要 経 費 利 益 金 

２２年度 638,000,000 5,715,196 3,838,847  1,876,349 

２１年度 747,000,000 6,476,678 4,346,215  2,130,463 

対 比 △ 109,000,000 △ 761,482 △ 507,368  △ 254,114 

（注）必要経費には、手数料分配額、借入金利及び職員給与を計上した。 

 

 

 

８ 整備管理者講習会 

自動車の整備管理者としての法令の遵守及び、整備管理能力を維持・向上させるとともに、

適切な点検・整備を行わせるために、平成２２年１１月１９日(金)に佐賀県トラック協会研

修会館において整備管理者講習会を実施した。 

今年度の受講者は５９名であった。 

 



 

別表１ 

会 議 関 係 一 覧 表 

 

○ 県協会主催等の会議・研修会 

開催月日 会  議  等  名 開 催 場 所 

22. 4. 8 支局長会議 交 通 会 館 

4.16 監事会 〃 

5.13 支局長会議 〃 

 5.17 第 1 回役員会 マリトピア 

〃 第 65 回通常総会 〃 

6. 8 支局長会議 交 通 会 館 

6.19 全職員研修会 整備振興会会館 

 7. 7 支局長会議 交 通 会 館 

8. 9   〃 〃 

8.23 第 2 回役員会 マリトピア 

9.10 支局長会議 交 通 会 館 

9.22 庶務担当職員研修会 〃 

10. 7 支局長会議 〃 

11.11   〃 〃 

11.19 整備管理者講習会 トラック会館 

12. 8 支局長会議 交 通 会 館 

12.13 第 3 回役員会 マリトピア 

23. 1.12 支局長会議 〃 

 2.10   〃 〃 

 2.28 第 4 回交通安全推進員研修会 トラック会館 

 3. 7 支局長会議 交 通 会 館 

 3.14 第 4 回役員会 マリトピア 

3.29 緊急支局長会議 交 通 会 館 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ 全自協・九州山口自家協連合会関係 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

22. 5.21 
全自協 第 131-132 回理事会・ 

第 60 回通常総会 
東 京 会長･専務理事 

9. 3 九山自連 通常総会 宮 崎 専務理事 

9.16 全自協 総務･業務合同委員会 東 京   〃 

11. 9 全自協 第 133 回理事会 〃 会長･専務理事 

23. 1.21 九山自連 専務理事会 山 口 専務理事 

2.17 全自協 全国専務理事会 東 京   〃 

 

 

○ 全自共済・西自共済関係会議 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

22. 4.15 西自共済 支部長会議 福 岡 専務理事 

4.16 西自共済 次長会議 〃 共済課長 

 5.25 西自共済 第 1回理事会 〃 専務理事 

6.15 西自共済 第 38 回通常総代会 〃   〃 

9.14 西自共済 支部長会議 〃   〃 

9.17 西自共済 次長会議 〃 共済課長 

11.12 西自共済 第 3回理事会 〃 専務理事 

 

 

○ 関係官庁・他団体主催の会議等 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

22. 4. 6 春の交通安全県民運動(～15 日) 県 内 本部･各支局員 

4.12 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 佐 賀 指導員 

4.15 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 神 埼 取締補助員 

4.16 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 鹿 島 指導員 

4.22         〃 唐 津  〃 

4.23 市交対協 自転車利用者の早期街頭指導 佐 賀 総務係長 

〃 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 〃 指導員 

4.28 八和会 例会 〃 専務理事 

5.11 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 唐 津 取締補助員 

〃 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

5.19         〃 唐 津 指導員 

〃 佐賀法人会 通常総会 佐 賀 専務理事 



 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

5.20 整備振興会 第 59 回通常総会 佐 賀 専務理事 

5.21 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 鳥 栖 指導員 

〃 県労基協 通常総会 佐 賀 常務理事 

5.25 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

5.26 県交対協 幹事会 佐 賀 総務係長 

 6. 1 運輸支局 不正改造車排除運動(～30 日) 〃  

〃 
運輸支局 ディーゼル黒煙 

     クリーン・キャンペーン(～30 日) 
〃  

 6. 2 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 鳥 栖 取締補助員 

6. 9 職安 公正採用選考人権啓発推進員研修会 佐 賀 常務理事 

6.11 公益法人定例講座 福 岡 経理係員 

 6.14 県暴追ｾﾝﾀｰ 第 1 回評議員会 佐 賀 専務理事 

6.18 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

6.23         〃 佐 賀  〃 

6.24 特例民法法人実務研修 福 岡 常務理事 

6.25 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 伊万里 指導員 

6.30 八和会 例会 佐 賀 専務理事 

7. 5 市交対協 委員会 〃 総務係長 

7.11 夏の交通安全県民運動(～20 日) 県 内 本部･各支局員 

 7.13 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

〃 全公協 移行認可書類作成実務講座 福 岡 常務理事 

7.15 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

7.16 日交福協 交通事故救命救急法教育講習会 佐 賀 唐津支部次長 

7.22 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 伊万里 取締補助員 

7.23 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 佐 賀 指導員 

7.24 県交対協 さが交通安全県民フェスタ 2010 〃 専務理事 

7.30 県交対協 幹事会 〃 常務理事 

7.31 
市交対協 ｢栄の国まつり｣ 

交通安全キャンペーン 
佐 賀 総務係長 

8. 6 県道路愛護協会 通常総会 〃 専務理事 

〃 八和会 例会 〃   〃 

8.18 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 鳥 栖 指導員 

〃 運輸支局 県自動車事故防止推進協議会 佐 賀 専務理事 

8.19 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 武 雄 取締補助員 



 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

8.20 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

8.23         〃 佐 賀  〃 

8.27         〃 〃  〃 

8.30 市交対協 委員会 〃 常務理事 

9. 1 運輸支局 自動車輸送統計調査担当官会議 〃 調査員 9名 

9. 7 県安管 第 34 回県安全運転管理者大会 〃 専務理事 

9. 9 
県交対協 第 32 回｢みんなですすめよう交通安

全｣啓発キャラバン隊出発式 
〃   〃 

9.10 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

9.14         〃 唐 津  〃 

9.17         〃 佐 賀  〃 

9.21 秋の交通安全県民運動(～30 日) 県 内 本部･各支局員 

9.24 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 佐 賀 指導員 

9.28 市交対協 自転車利用者の街頭指導 〃 総務係長 

10. 1 運輸支局 自動車点検整備推進運動(～30 日) 県 内  

〃 
運輸支局 ディーゼル黒煙 

     クリーン・キャンペーン(～30 日) 
〃  

10. 6 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 佐 賀 取締補助員 

10. 8 県暴追ｾﾝﾀｰ 地域安全･暴力追放県民大会 〃 常務理事ほか 2名 

10.13 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

〃 県交対協 幹事会 佐 賀 常務理事 

10.14 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

10.20 八和会 研修会 佐 賀 専務理事 

10.22 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 鳥 栖 指導員 

10.28 県警本部 県殉職警察官慰霊祭 佐 賀 専務理事 

10.29 
国交省 自動車輸送統計調査員の 

    国土交通大臣表彰式 
東 京 川﨑調査員 

11. 1 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 佐 賀 指導員 

〃 県道愛協 道路愛護等表彰式 〃 会員(黒木建設㈱)､専務理事 

11. 5 運輸支局 県自動車事故防止推進協議会 〃 専務理事 

11.15 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 白 石 取締補助員 

11.16 
市交対協 シートベルト・チャイルドシート 

     着用キャンペーン 
佐 賀 総務係長 

11.17 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 武 雄 指導員 

〃 運輸支局 運輸行政懇談会 佐 賀 常務理事 



 

開催月日 会  議  等  名 開催地 出 席 者 

11.25 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

11.26         〃 鳥 栖  〃 

11.29         〃 佐 賀  〃 

12. 7 県交安協 第 23 回評議員会 〃 専務理事 

12.10 運輸支局 年末年始の輸送安全総点検(～1/10) 県 内  

12.15 冬の交通安全県民運動(～24 日) 〃 本部･各支局員 

〃 運輸支局 無保険(無共済)車街頭検査 佐 賀 取締補助員 

〃 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

〃 市交対協 交通安全街頭キャンペーン 佐 賀 総務係長 

12.17 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 〃 指導員 

〃 八和会 例会(引継ぎ) 〃 専務理事 

23. 1. 7 県警本部 県警察年頭視閲式 〃    〃 

1.11 県暴追ｾﾝﾀｰ 臨時評議員会 〃    〃 

1.14 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 唐 津 指導員 

〃 八和会 新春意見交換会 佐 賀 常務理事 

1.19 九電 九州電力エネルギー講演会 〃 専務理事 

1.21 運輸支局 無保険(無共済)車監視指導 〃 指導員 

1.29 県警本部 県民と警察のつどい 〃 専務理事 

2. 2 県法務課 新公益法人制度に関する個別相談会 〃 常務理事 

2. 3 県警本部 立入検査 〃 
専務理事･常務理事･

総務係長･経理係 

2.15 自販連 第 47 回通常総会 〃 専務理事 

2.25 運輸局 無保険(無共済)車指導員会議 福 岡 指導員 2名 

3.18 県交安協 第 24 回評議員会 佐 賀 専務理事 

〃 県交対協 幹事会 〃 常務理事 

3.28 市交対協 委員会 〃 総務係長 

 



役　　　名 氏　　　名 役　　　名 氏　　　名

会　長・理　事 宮　島　傳兵衞 理　　　　事 古　賀　釀　治

副会長・理　事 富　﨑　一　己 〃 牟　田　正　明

専　務　理　事 花　島　秋　人 〃 前　山　邦　敏

常　務　理　事 川　﨑　健　二 〃 山　口　健　一

理　　　　　事 黒　木　　　進 〃 鵜　池　直　之

〃 松　尾　幹　夫 〃 前　田　博　憲

〃 牟　田　勝　輔 〃 増　田　正　弘

〃 福　岡　福　麿 〃 中　野　武　志

〃 村　上　一　憲 〃 西　山　幹　雄

〃 玉　置　　　元 〃 大　島　弘　三

〃 内　田　　　健 〃 池　田　秀　夫

〃 円　田　　　稔 〃 中　西　秀　昭

〃 山　崎　虎　次 〃 田中丸　紘一郎

〃 岸　本　英　雄 監　　　　　事 七　田　利　秀

〃 愛　野　克　明 〃 樋　口　倫　彦

〃 山　口　隆　敏 顧　　　　問 山　下　徳　夫

〃 柴　田　政　弘

役　　員　　名　　簿

平成２３年５月１６日作成



平成２３年３月末現在

支部別 市　郡　別 氏名又は名称 員　数 保有台数

本 部
・

佐 賀
・

神 埼

佐 賀 市 , 神 埼 市 他 ㈱南佐賀自動車学校－－ほか 1,058 2,247

鳥 栖 鳥 栖市 ,三 養基 郡他 ㈲鳥栖環境開発ｾﾝﾀｰ－－ほか 153 596

小 城 小 城 市 , 多 久 市 他 水田建設㈱－－－－－－ほか 451 773

唐 津 唐 津市 ,東 松浦 郡他 ㈲虹の松原自動車学校－ほか 556 812

伊万里 伊万里市,西松浦郡他 深川製磁㈱－－－－－－ほか 284 409

武 雄
武 雄 市 , 杵 島 郡
(大町町,江北町) 他

㈱中山鉄工所－－－－－ほか 566 1,074

鹿 島
・

白 石

鹿 島 市 , 嬉 野 市
藤 津 郡 , 杵 島 郡
( 白 石 町 ) 他

㈱宮園電工－－－－－－ほか 868 1,434

3,936 7,345計

正　会　員　名　簿



平成２３年３月末現在

支部別 市　郡　別 氏名又は名称 員　数 保有台数

佐 賀
・

神 埼
佐 賀 市 , 神 埼 市 他 ㈱ダイワ　－－－－－ほか 252 252

鳥 栖 鳥 栖市 ,三 養基 郡他 ㈱中嶋土木　－－－－ほか 418 418

小 城 小 城 市 , 多 久 市 他 ㈲有田モータース　－ほか 107 107

唐 津 唐 津市 ,東 松浦 郡他 ㈲牧原商店　－－－－ほか 775 775

伊万里 伊万里市,西松浦郡他 ㈱優美堂　－－－－－ほか 992 992

武 雄
武 雄 市 , 杵 島 郡
(大町町 ,江北町 )他

みまさか薬局　－－－ほか 322 322

鹿 島
・

白 石

鹿 島 市 , 嬉 野 市
藤 津 郡 , 杵 島 郡
( 白 石 町 ) 他

土井自動車　－－－－ほか 363 364

3,229 3,230

賛　助　会　員　名　簿

計



（単位：円）

一般事業 車庫調査事業 駐車監視業務 計

１． 31,700,000 26,610,500 0 0 26,610,500 0 26,610,500 △ 5,089,500

平 等 割 6,657,000 5,904,000 0 0 5,904,000 0 5,904,000 △ 753,000 1,500円×3,936人

車 両 割 12,680,000 11,019,000 0 0 11,019,000 0 11,019,000 △ 1,661,000 1,500円×7,346台

12,363,000 9,687,500 0 0 9,687,500 0 9,687,500 △ 2,675,500 3,000円×3,229人

２． 18,000,000 3,903,636 0 0 3,903,636 13,584,914 17,488,550 △ 511,450

18,000,000 3,903,636 0 0 3,903,636 13,584,914 17,488,550 △ 511,450
レンタカー協会・協同組合
登録代行所の負担金収入

３． 4,410,000 2,690,344 352,076 812 3,043,232 2,170,060 5,213,292 803,292

110,000 7,223 97 0 7,320 7,253 14,573 △ 95,427

4,300,000 2,683,121 351,979 812 3,035,912 2,162,807 5,198,719 898,719

４．

0 0 0 0 0 0 0 0

31,560

0

31,560

取 崩 収 入

保 険 積 立 金

取 崩 収 入

役 員 退 職 積 立

預 金 取 崩 収 入

収　　　支　　　計　　　算　　　書

自　平成２２年　４月　１日
至　平成２３年　３月３１日

科　　　　　目 予　算　額
決　　　　算　　　　額

公　　益　　事　　業
収益事業 合　計　額

差　　異 備　　　　　考

正
会
員

受取利息・配当

賛 助 会 員

176,9490 69,525 75,864

雑 収 入

負 担 金 収 入

会 費 収 入

特 別 積 立 金
取 崩 収 入

負 担 金 収 入

雑 収 入

特 定 預 金
316,636 316,636

0 69,525 75,864 176,949 139,687 316,636

0 0 0 0 0 0 0

139,687

316,636

Ⅰ　収　入　の　部



５.

0 0 0 0 0 0 0 0

６．

0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

180,710,000 41,684,636 46,592,592 32,372 88,309,600 82,048,611 170,358,211 △ 10,351,789

180,710,000 41,684,636 46,592,592 32,372 88,309,600 82,048,611 170,358,211 △ 10,351,789

0

《注》「差異」欄の△印は、決算額が予算額より少ないことを示す。

証 ・ 印 紙 売 捌

0

自 動 車 保 険 ・

車 庫 調 査

手 数 料
0

収 入 合 計

特 別 会 計

繰 入 金 収 入

手 数 料

共 済 手 数 料

45,000,000 0 46,164,652

講 習 会 手 数 料
100,000 98,000 0

74,000,000 0

整 備 管 理 者

126,600,000 6,410,631 46,164,652 52,575,283 66,153,950 118,729,233 △ 7,870,767

45,266件46,164,652

98,000 △ 2,000 2,000円×49人0

0 46,164,652 1,164,652

98,0000

66,153,950 △ 7,846,050
共済契約手数料
その他手数料

0 0 66,153,9500

6,312,631 △ 1,187,369
証紙売捌手数料
その他手数料

7,500,000 6,312,631 0 6,312,631 00

収 益 事 業 収 入

当 期 収 入 合 計

2,000,0000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000
別 会 計

放 置 駐 車 確 認
手 数 料

一 般 事 業 収 入

車庫調査事業収入

繰 入 金 収 入



（単位：円）

一般事業 車庫調査事業 駐車監視業務 計

Ⅰ 153,340,000 37,659,472 44,338,174 55,658 82,053,304 63,282,637 145,335,941 △ 8,004,059

１ 65,000,000 15,566,663 17,433,883 0 33,000,546 31,706,410 64,706,956 △ 293,044

２ 31,000,000 7,984,538 12,173,782 0 20,158,320 5,455,305 25,613,625 △ 5,386,375

３ 300,000 85,806 94,581 0 180,387 173,313 353,700 53,700

４ 4,000,000 963,064 1,061,285 0 2,024,349 1,577,136 3,601,485 △ 398,515

５ 15,950,000 3,999,654 4,482,023 0 8,481,677 6,910,032 15,391,709 △ 558,291

６ 1,500,000 322,860 352,200 0 675,060 648,586 1,323,646 △ 176,354

７ 980,000 197,003 134,296 0 331,299 243,939 575,238 △ 404,762

８ 1,880,000 534,807 462,055 0 996,862 893,348 1,890,210 10,210

９ 100,000 3,231 3,501 0 6,732 19,069 25,801 △ 74,199

１０ 4,600,000 1,153,834 1,119,350 0 2,273,184 2,184,426 4,457,610 △ 142,390

１１ 200,000 5,342 6,118 0 11,460 11,010 22,470 △ 177,530

１２ 500,000 74,031 134,234 0 208,265 36,100 244,365 △ 255,635

１３ 120,000 15,489 17,114 15,908 48,511 31,324 79,835 △ 40,165

１４ 1,300,000 303,030 339,451 0 642,481 616,525 1,259,006 △ 40,994

１５ 9,240,000 2,228,347 2,467,509 36,750 4,732,606 4,469,583 9,202,189 △ 37,811

法 定 福 利 費

会 議 費

退 職 金

給 料

事　　業　　費

修 繕 費

消 耗 品 費

燃 料 費

手 当

消 耗 什 器 備 品 費

通 信 運 搬 費

旅 費 交 通 費

福 利 厚 生 費

光 熱 水 料 費

印 刷 製 本 費

賃 借 料

科　　　　　目 予　算　額
決　　　　算　　　　額

Ⅱ　支　出　の　部

差　　異 備　　　　　考公　　益　　事　　業
収益事業 合　計　額



１６ 120,000 30,302 34,425 0 64,727 62,189 126,916 6,916

１７ 8,700,000 111,628 3,207,298 0 3,318,926 5,620,634 8,939,560 239,560

１８ 700,000 151,888 171,813 0 323,701 311,007 634,708 △ 65,292

１９ 450,000 473,000 0 0 473,000 0 473,000 23,000

２０ 2,000,000 379,985 411,482 0 791,467 759,614 1,551,081 △ 448,919

２１ 300,000 19,921 4,177 0 24,098 23,152 47,250 △ 252,750

２２ 1,200,000 1,119,472 0 0 1,119,472 0 1,119,472 △ 80,528

２３ 0 0 0 0 0 0 0 0

２４ 3,200,000 1,935,577 227,597 3,000 2,166,174 1,529,935 3,696,109 496,109

Ⅱ 7,500,000 1,908,143 1,911,867 0 3,820,010 3,405,093 7,225,103 △ 274,897

１ 5,040,000 1,212,372 1,358,028 0 2,570,400 2,469,600 5,040,000 0

２ 300,000 51,408 55,692 0 107,100 102,900 210,000 △ 90,000

３ 10,000 1,904 2,063 0 3,967 2,873 6,840 △ 3,160

４ 705,000 189,624 212,598 0 402,222 329,010 731,232 26,232

５ 50,000 6,586 7,185 0 13,771 13,231 27,002 △ 22,998

６ 20,000 3,732 4,142 0 7,874 7,555 15,429 △ 4,571

７ 40,000 3,436 2,677 0 6,113 4,871 10,984 △ 29,016

支 払 利 息

会 議 費

旅 費 交 通 費

管　　理　　費

助 成 金 支 出

福 利 厚 生 費

法 定 福 利 費

雑 費

租 税 公 課

研 修 費

広 報 宣 伝 費

交 通 安 全 対 策 費

役 員 報 酬

退 職 金

通 信 運 搬 費

支 払 負 担 金

保 険 料



８ 5,000 29 32 0 61 58 119 △ 4,881

９ 100,000 15,249 17,053 0 32,302 31,026 63,328 △ 36,672

１０ 7,000 0 0 0 0 0 0 △ 7,000

１１ 10,000 577 646 0 1,223 1,173 2,396 △ 7,604

１２ 30,000 3,226 3,614 0 6,840 6,560 13,400 △ 16,600

１３ 200,000 50,277 56,047 0 106,324 102,157 208,481 8,481

１４ 3,000 379 434 0 813 781 1,594 △ 1,406

１５ 120,000 28,152 33,048 0 61,200 58,800 120,000 0

１６ 240,000 181,000 0 0 181,000 0 181,000 △ 59,000

１７ 300,000 56,668 93,801 0 150,469 110,190 260,659 △ 39,341

１８ 150,000 28,372 32,370 0 60,742 66,382 127,124 △ 22,876

１９ 150,000 46,436 1,326 0 47,762 37,874 85,636 △ 64,364

２０ 20,000 3,874 4,198 0 8,072 10,327 18,399 △ 1,601

２１ 0 0 0 0 0 0 0 0

0

表 彰 費

雑 費

支 払 負 担 金

101,48051,755

修 繕 費

印 刷 製 本 費

101,480

新 聞 図 書 費

渉 外 交 際 費

光 熱 水 料 費

保 険 積 立 金

支 出
49,7250 24,842 26,913

保 険 料

諸 謝 金

消 耗 什 器 備 品 費

消 耗 品 費

２２

退 職 積 立 金
積 立 支 出

賃 借 料



Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0

１ 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅳ 19,270,000 2,865,338 0 0 2,865,338 16,699,212 19,564,550 294,550

１ 70,000 36,535 0 0 36,535 0 36,535 △ 33,465

２ 16,000,000 0 0 0 0 14,699,212 14,699,212 △ 1,300,788

３ 3,200,000 2,828,803 0 0 2,828,803 0 2,828,803 △ 371,197

４ 0 0 0 0 0 0 0 0

５ 0 0 0 0 0 0 0 0

６ 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Ⅴ 600,000 0 0 0 0 0 0 △ 600,000

180,710,000 42,432,953 46,250,041 55,658 88,738,652 83,386,942 172,125,594 △ 8,584,406

0 △ 748,317 342,551 △ 23,286 △ 429,052 △ 1,338,331 △ 1,767,383 △ 1,767,383

10,665,839 2,931,369 2,862,005 1,914,675 7,708,049 19,924,212 27,632,261 16,966,422

10,665,839 2,183,052 3,204,556 1,891,389 7,278,997 18,585,881 25,864,878 15,199,039

当 期 収 支 差 額

繰 越 収 支 差 額

《注》「差異」欄の△印は、決算額が予算額より少ないことを示す。

自 動 車 保 険 ・ 共 済 諸 費

証 ・ 印 紙 売 捌 諸 費

予　　備　　費

車 庫 調 査 事 業 支 出

収 益 事 業 支 出

一 般 事 業 支 出

前 期 繰 越 収 支 差 額

固 定 資 産 取 得 支 出

当 期 支 出 合 計

整 備 管 理 者 講 習 会 費

建 物 ・ 車 両 ・ 備 品

繰　入　金　支　出



１．資金の範囲

　資金の範囲には、現金預金、未収金、印紙・切手類、証紙、預り金、借入金及び未払金を

　含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記３に記載するとおりである。

３．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科            目 前期末残高 当期末残高

現金 1,043,115 800,091

普通預金          佐銀 10149 2,100,376 1,306,527

普通預金          佐銀 10183 1,500,000 0

普通預金          佐銀 27941 10,294,335 6,871,437

普通預金          佐銀 44177 2,489,407 2,163,925

普通預金          佐銀 10150 12,294 23,843

普通預金          佐銀 79673 1,931,198 3,011,123

普通預金          佐銀 66658 50,000 0

普通預金          佐銀 87073 2,000,000 3,550,000

定期預金 0 0

郵便貯金 1,249,052 1,399,967

郵便振替預金      福岡 5,337,184 7,362,634

郵便振替預金      長崎 0 0

未収金 646,800 0

印紙・切手類      印紙 351,500 540,100

印紙・切手類      切手 193,540 182,420

印紙・切手類      葉書 50 50

証紙 11,000,000 6,000,000

小計 40,198,851 33,212,117

未払金 0 0

預り金 66,590 47,239

銀行借入金 11,000,000 6,000,000

未払消費税 1,500,000 1,300,000

小計 12,566,590 7,347,239

次期繰越収支差額                    27,632,261 25,864,878

　収支計算書に対する注記　



（単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

Ⅰ 会 費 収 入 26,610,500 26,721,000 △ 110,500

平 等 割 5,904,000 5,547,000 357,000

車 両 割 11,019,000 10,737,000 282,000

賛 助 会 員 9,687,500 10,437,000 △ 749,500

Ⅱ 特 定 預 金 取 崩 収 入 0 3,500,000 △ 3,500,000

役 員 退 職 積 立 金
取 崩 収 入

0 1,500,000 △ 1,500,000

特 別 積 立 金
取 崩 収 入

0 2,000,000 △ 2,000,000

Ⅲ 負 担 金 収 入 17,488,550 17,928,085 △ 439,535

負 担 金 収 入 17,488,550 17,928,085 △ 439,535

Ⅳ 雑 収 入 5,213,292 4,809,138 404,154

受 取 利 息 ・ 配 当 14,573 102,697 △ 88,124

雑 収 入 5,198,719 4,706,441 492,278

Ⅴ 特別会計繰入金収入 118,729,233 135,700,982 △ 16,971,749

放 置 駐 車 確 認
手 数 料

0 7,056,000 △ 7,056,000

車 庫 調 査 手 数 料 46,164,652 54,035,620 △ 7,870,968

整 備 管 理 者
講 習 会 手 数 料
自 動 車 保 険
・ 共 済 手 数 料
証 ・ 印 紙 売 捌
手 数 料

Ⅵ 別 会 計 繰 入 金 収 入 2,000,000 2,000,000 0

一 般 事 業 収 入 2,000,000 2,000,000 0

車庫調査事業収入 0 0 0

収 益 事 業 収 入 0 0 0

170,041,575 190,659,205 △ 20,617,630

36,000

△ 1,200,409

△ 880,3727,193,003

67,354,359

62,000

正
会
員

増 加 の 部 計

98,000

66,153,950

6,312,631

正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

科　　　    　　　　　　　　　目

① 増加の部



（単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

Ⅰ 事 業 費 145,335,941 156,521,291 △ 11,185,350

1 給 料 64,706,956 66,201,253 △ 1,494,297

2 手 当 25,613,625 31,625,839 △ 6,012,214

3 退 職 金 353,700 457,968 △ 104,268

4 福 利 厚 生 費 3,601,485 4,728,539 △ 1,127,054

5 法 定 福 利 費 15,391,709 14,723,243 668,466

6 会 議 費 1,323,646 1,407,896 △ 84,250

7 旅 費 交 通 費 575,238 722,103 △ 146,865

8 通 信 運 搬 費 1,890,210 1,805,227 84,983

9 消 耗 什 器 備 品 費 25,801 10,507 15,294

10 消 耗 品 費 4,457,610 4,457,261 349

11 修 繕 費 22,470 150,634 △ 128,164

12 印 刷 製 本 費 244,365 104,117 140,248

13 燃 料 費 79,835 259,721 △ 179,886

14 光 熱 水 料 費 1,259,006 1,307,365 △ 48,359

15 賃 貸 料 9,202,189 9,632,689 △ 430,500

16 保 険 料 126,916 102,402 24,514

17 租 税 公 課 8,939,560 11,243,960 △ 2,304,400

18 研 修 費 634,708 795,345 △ 160,637

19 助 成 金 支 出 473,000 443,000 30,000

20 交 通 安 全 対 策 費 1,551,081 1,770,175 △ 219,094

21 広 報 宣 伝 費 47,250 15,750 31,500

22 支 払 利 息 0 45,736 △ 45,736

23 支 払 負 担 金 1,119,472 1,320,100 △ 200,628

24 雑 費 3,696,109 3,190,461 505,648

Ⅱ 管 理 費 7,504,070 10,976,771 △ 3,472,701

1 役 員 報 酬 5,040,000 5,040,000 0

2 退 職 金 210,000 0 210,000

3 福 利 厚 生 費 6,840 6,840 0

4 法 定 福 利 費 731,232 703,356 27,876

5 会 議 費 27,002 28,732 △ 1,730

科　　　　　　　　　　　　目

② 減少の部２－１



（単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

6 旅 費 交 通 費 15,429 13,484 1,945

7 通 信 運 搬 費 10,984 36,379 △ 25,395

8 消 耗 什 器 備 品 費 119 213 △ 94

9 消 耗 品 費 63,328 83,782 △ 20,454

10 修 繕 費 0 2,256 △ 2,256

11 印 刷 製 本 費 2,396 1,918 478

12 光 熱 水 料 費 13,400 26,509 △ 13,109

13 賃 借 料 208,481 186,481 22,000

14 保 険 料 1,594 2,088 △ 494

15 諸 謝 金 120,000 120,000 0

16 支 払 負 担 金 181,000 236,000 △ 55,000

17 新 聞 図 書 費 260,659 343,569 △ 82,910

18 渉 外 交 際 費 127,124 101,777 25,347

19 表 彰 費 85,636 106,190 △ 20,554

20 雑 費 18,399 18,188 211

21 減 価 償 却 費 380,447 419,009 △ 38,562

22 固 定 資 産 除 却 損 0 0 0

23 退 職 積 立 金 0 3,500,000 △ 3,500,000

24 役 員 退 職 積 立 金 0 0 0

25 特 別 積 立 金 0 0 0

Ⅲ 繰 入 金 支 出 19,564,550 20,208,944 △ 644,394

1
整 備 管 理 者
講 習 会 費

36,535 61,570 △ 25,035

2
自 動 車 保 険
・ 共 済 諸 費

14,699,212 14,833,394 △ 134,182

3 証・印紙売捌諸費 2,828,803 3,313,980 △ 485,177

4 一 般 事 業 支 出 0 0 0

5 車 庫 事 業 支 出 0 0 0

6 収 益 事 業 支 出 2,000,000 2,000,000 0

172,404,561 187,707,006 △ 15,302,445

Ⅳ △ 2,362,986 2,952,199 △ 5,315,185

Ⅴ 33,896,842 30,944,643 2,952,199

31,533,856 33,896,842 △ 2,362,986正 味 財 産 期 末 残 高

当 期 正 味 財 産 増 加 額

② 減少の部２－２

減 少 の 部 合 計

正 味 財 産 期 首 残 高

科　　　　　　　　　　　　目



（単位：円）

　　科　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

１ 流 動 資 産

現 金 800,091 1,043,115 △ 243,024

銀 行 預 金 16,926,855 20,377,610 △ 3,450,755

郵 便 貯 金 1,399,967 1,249,052 150,915

郵 便 振 替 預 金 7,362,634 5,337,184 2,025,450

未 収 金 0 646,800 △ 646,800

立 替 金 0 0 0

印 紙 ・ 切 手 類 722,570 545,090 177,480

証 紙 資 金 6,000,000 11,000,000 △ 5,000,000

保 証 金 0 0 0

流 動 資 産 合 計 33,212,117 40,198,851 △ 6,986,734

２ 固 定 資 産

建 物 付 属 設 備 1,808,854 2,007,604 △ 198,750

器 具 備 品 94,731 166,042 △ 71,311

車 両 運 搬 具 93,085 123,671 △ 30,586

電 話 加 入 権 1,016,000 1,016,000 0

借 地 権 206,000 206,000 0

出 資 金 10,000 10,000 0

保 険 積 立 金 1,021,678 1,236,834 △ 215,156

西 日 本 共 済 出 資 金 1,400,000 1,400,000 0

ソ フ ト ウ ェ ア 6,650 86,450 △ 79,800

リ サ イ ク ル 預 託 金 11,980 11,980 0

固 定 資 産 合 計 5,668,978 6,264,581 △ 595,603

資 産 の 部 合 計 38,881,095 46,463,432 △ 7,582,337

Ⅱ 負債の部

１ 流 動 負 債

銀 行 借 入 金 6,000,000 11,000,000 △ 5,000,000

未 払 消 費 税 1,300,000 1,500,000 △ 200,000

預 り 金 47,239 66,590 △ 19,351

流 動 負 債 合 計 7,347,239 12,566,590 △ 5,219,351

2 固 定 負 債 0 0 0

負 債 の 部 合 計 7,347,239 12,566,590 △ 5,219,351

Ⅲ 正味財産の部

1 一 般 正 味 財 産

特 有 資 本 0 18,848,528 △ 18,848,528

特 別 積 立 金 0 0 0

役 員 退 職 積 立 金 0 0 0

退 職 積 立 金 3,550,000 3,500,000 50,000

一般正味財産期末残高 27,983,856 11,548,314 16,435,542

正 味 財 産 の 部 合 計 31,533,856 33,896,842 △ 2,362,986

38,881,095 46,463,432 △ 7,582,337

脚注 銀行借入金 限度額：3500万 利率：2.95％

平成２３年　３月３１日現在

貸 　借 　対 　照 　表

負債及び正味財産合計



１．重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
　（有形固定資産）
　　減価償却の方法は定率法で行っている。
　（無形固定資産）

(2)消費税等の会計処理
　　消費税の会計処理は、税込方式によって処理している。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科            目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産 0 0 0 0
小            計 0 0 0 0
特定資産 0 0 0 0
　電話加入権 1,016,000 0 0 1,016,000
　出資金 10,000 0 0 10,000
　保険積立金 1,236,834 0 215,156 1,021,678
　西日本共済出資金 1,400,000 0 0 1,400,000
　リサイクル預託金 11,980 0 0 11,980
小            計 3,674,814 0 215,156 3,459,658
合            計 3,674,814 0 215,156 3,459,658

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科            目 当期末残高 (うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

基本財産 0 ( 　　  　0） ( 　　  　0） ( 　　  　0）
小            計 0 ( 　　  　0） ( 　　  　0） ( 　　  　0）
特定資産 0 ( 　　  　0） ( 　　  　0） ( 　　  　0）
　電話加入権 1,016,000 ( 　　  　0） ( 1,016,000） ( 　　  　0）
　出資金 10,000 ( 　　  　0） (  　10,000） ( 　　  　0）
　保険積立金 1,021,678 ( 　　  　0） ( 1,021,678） ( 　　  　0）
　西日本共済出資金 1,400,000 ( 　　  　0） ( 1,400,000） ( 　　  　0）
　リサイクル預託金 11,980 ( 　　  　0） ( 　 11,980） ( 　　  　0）
小            計 3,459,658 ( 　　  　0） ( 3,459,658） ( 　　  　0）
合            計 3,459,658 ( 　　  　0） ( 3,459,658） ( 　　  　0）

　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科            目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 10,284,550 8,475,696 1,808,854
車両運搬具 3,213,350 3,120,265 93,085
器具備品 8,786,885 8,692,154 94,731
ソフトウェア 399,000 392,350 6,650
合            計 22,683,785 20,680,465 2,003,320

　財務諸表に対する注記　

６．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を
　行っている場合）

　　減価償却の方法は定額法で行っている。なお、ソフトウェアについては、法人内に
　　おける利用可能機関（５年）に基づき定額法によっている。



平成２３年３月３１日現在

（資　産　の　部）

（単位：円）

科　　目 摘　　　　　　　要 金　　　額

現 金 800,091

普 通 預 金 16,926,855

　　　　　　　佐銀高木瀬支店　№1010149 1,306,527

　　　　　　　　　同　上　　　№1010150 23,843

　　　　　　　　　同　上　　　№1327941 6,871,437

　　　　　　　　　同　上　　　№1079673 3,011,123

　　退職引当預金　同　上　　　№1287073 3,550,000

　　　　　　　　　同　上　　　№1344177 2,163,925

　 　　　　　　　　　同　上　　　№1010183 0

　 　　　　　　　　　同　上　　　№1066658 0

郵 便 貯 金 1,399,967

振 替 貯 金 　郵便振替受払通知書 7,362,634

印 紙 ・ 切 手 類 　在　庫　≪ 印紙  540,100　切手類 182,470≫ 722,570

証 紙 　在　庫 6,000,000

出 資 金 1,410,000

　　西日本共済（協）　　№000008 100,000

　　　同　上　　　　　　№000009 100,000

　　　同　上　　　　　　№000010 100,000

　　　同　上　　　　　　№000012 100,000

　 　　　同　上　　　　　　№000201 ～ №000210 1,000,000

　　佐賀県自家用自動車（協）　№0381 10,000

建 物 　伊万里、佐賀支部事務所 1,808,854

什 器 備 品 　冷暖房機等 94,731

車 両 運 搬 具 　普通乗用自動車１台 93,085

電 話 加 入 権 　１６回線 1,016,000

借 地 権 　借　地（伊万里市二里町八谷搦1185-2） 206,000

ソ フ ト ウ ェ ア 　会計ソフト 6,650

保 険 積 立 金   第一生命　養老保険 1,021,678

リ サ イ ク ル 預 託 金 　協会車　1台分 11,980

38,881,095

財　　　産　　　目　　　録

合　　　　　　　　　　計



（負　債　の　部）

（単位：円）

科　　目 摘　　　　　　　要 金　　　額

佐銀高木瀬支店　証紙仕入資金

限 度 額　　3500万　

利    率　　2.95％　

借入期間　　2　年

預 り 金 退職者　社会保険料、住民税 47,239

未 払 消 費 税 平成22年度確定申告消費税 1,300,000

7,347,239

差引正味財産 31,533,856 円

借 入 金 6,000,000

合　　　　　　　　　　計



  

 

平 成 ２３ 年 度 事 業 計 画 

我が国の経済情勢は、エコ対策効果の反動により個人消費は減少傾向にあるものの、

アジアを中心とした輸出や自動車生産の持ち直しを足がかりに、鉱工業生産・設備投資・

雇用等において、緩やかながらも回復の兆しが見え始めたとみられるが、回復の要因が

輸出主導で、内需低迷からの脱却には至らず、先行き不透明感は払拭されていない状況

下にある。 

特に、当協会と密接な関係にある自動車業界では若年層の車離れ等により新車の販売

台数や登録台数が伸び悩んでいた中、平成21年４月から３カ年の予定で実施されている

エコカ－減税と同年６月からの環境対応車の新車購入補助金制度で登録自動車の販売増

が大きく見られたところである。 

ただ、新車購入補助金制度が当初は平成22年９月末までの予定が、９月初旬の申請分

で終了、予期されたこととはいえ、同月からその新車販売にブレ－キがかかり、特に、

１０月以降は大幅な反動減となり、こうした情勢は県内においても例外でなく、新車の

新規登録件数の減少に歯止めがかからず、更には本年３月１１日に発生した東日本大震

災の影響も考えられ、当協会の主要事業である自動車保管場所調査事業にとって前年度

以上に厳しい情勢となることが見込まれる。 

平成23年度においては、協会を取り巻く厳しい現状を深く認識し、より一層のディ－

ラ－やユ－ザ－各位のニ－ズに応えられるよう｢誠実｣｢親切｣｢迅速・適正｣をモット－に、

更には、このような情勢を乗り切り安定的な事業基盤を確立するため、引き続き職員の

意識改革や業務の効率化、適正化のほか経費の節減等事業運営に努める必要がある。 

一方、平成22年中の県内の交通事故情勢を対前年比でみた場合、発生件数9,038件 

(＋490件)、死者数58名(＋21名)、負傷者数11,976名(＋538名)といずれも増加し、特に

死亡事故件数、死者数は前年比56.8％の増加率で全国ワ－ストワンとなった。 

 なかでも65歳以上の高齢者が34名犠牲(全体死者数の58.6％)となっている状況にあり、

今後とも引き続き｢高齢者を事故から守る交通安全活動｣を中心に関係機関、団体と連携

のもと積極的に展開していく必要がある。 

 このほか、平成20年12月1日に施行された｢公益法人制度改革関連法案｣(関連３法)に基

づき、社団法人 佐賀県自家用自動車協会は、自動的に特例民法法人としての身分を有し、

施行から５年以内(平成25年11月30日)に公益社団法人又は一般社団法人への移行のため 

の認定又は認可申請を行う必要がある。 



  

 

 

 これに伴い、昨22年５月開催の｢第65回通常総会｣において当協会の事業形態など総合

的な見地から｢非営利型の一般社団法人｣への移行を目指して諸準備を進めることの承認

を受け、平成24年度での移行申請に向け今年度は重点的にその作業を進めていく必要が

ある。 

 特に、現在の公益活動については、主務官庁である佐賀運輸支局、佐賀県、佐賀県警

察本部からの指導を受けながら、関係諸団体との連携を強め、自動車交通の秩序を守り、

交通事故を防止するための交通安全対策等諸活動や、地域の安全・安心を確保するため

の施策を推進し、公益法人としての社会的使命を果たすよう努めていく。 

 このような観点のもとに行う本年度の事業計画の概要は次のとおりである。 

 

１ 協会運営の基本方針 

 

(1)  自家用自動車の健全な発展に寄与する 

   運輸支局、県、県警察、関係機関並びに自家用自動車協会会員相互の緊密な連携

のもと、交通安全思想の普及高揚と交通安全対策の推進に努め、自家用自動車の健

全な発展に寄与する。 

 

(2)  会員及び利用者の信頼に応える 

協会会員に対するサ－ビスの向上と自動車共済事業、自動車の登録、届出に関す 

る業務並びに各種業務の充実強化に努め、会員及び関係者のニ－ズと信頼に応え、

併せて会員の拡大に努めるとともに、社会の変革に的確に対応した運営を目指す。 

 

(3)  職員の信条と資質の向上 

職員は常に会員に奉仕することを自覚するとともに、誠実かつ懇切丁寧を旨とし、

迅速適正な業務の推進に努めることを基本とし、職員個々の資質の向上を図るため

研修会等実践教養を推進するほか、士気高揚のため職員の表彰、功労を顕彰する。 

 

 

 



  

 

２ 事業別運営方針 

 

(1)  自家用自動車の交通安全対策の推進 

① 国をはじめ、運輸支局、県、県警察で推進される交通安全のための諸施策に全

面的に協働行動をとるほか、各種の交通安全運動に総力を挙げて参画し交通安全

思想の普及高揚に努める。 

特に、平成20年1月に委嘱した｢県自家用自動車協会 交通安全推進員｣と協会 

本部・各支部職員が連携し、各季に実施される交通安全運動期間中を中心に街頭

活動を積極的に推進するほか、関係機関・団体と連携し交通ル－ルの遵守と正し

い交通マナ－の実践を習慣付け、安全で住みよい街づくりに貢献する。 

   ② 現下の交通事故情勢に即し、協会本部、各支部事務所前に通年で｢交通安全のぼ

り旗｣(高齢者と子供を交通事故から守ろう)を掲出するほか、協会の各事業活動を

通じて交通安全広報啓発用チラシ等を適宜作成配布するなど協会独自の活動を推

進し交通事故防止に寄与する。 

    なお、本年度以降はこれら交通安全対策(活動)をより重点的に、かつ、新たな

事業として取組んでいくこととする。 

 

(2)  自動車の保管場所現地調査業務等の適正な運用 

① ｢自動車の保管場所現地調査業務｣については、法の趣旨並びに委託の内容を踏

まえて適正な運用に努める。 

② 特に、受託業務の完遂のため関係諸法令を常に厳守し、迅速かつ公正な現地調

査業務等事務処理を行うほか、現地調査業務等の能力向上及び処理業務の適正・

効率化等を図るために主務官庁である県警交通部の指導を受けるほか、各警察署

との連携強化に努める。 

 

(3)  整備管理者講習の継続的な実施 

整備管理者講習については、平成15年の法改正により白ナンバ－車両に関して法 

的義務がなくなり年毎に受講者が減少傾向にあるものの、整備管理者の輸送秩序の

確立と、近年のいわゆるエコカ－に関する構造上の知識向上等を含めた交通事故防

止対策に果たすべき役割を再認識してもらうためにも、運輸支局、県警察の指導・



  

 

協力を得て引き続き講習を継続していく。 

 

(4)  運輸行政協力業務 

① 無保険(無共済)車の街頭指導業務 

自賠責・無保険車の街頭指導業務については、九州運輸局長から委嘱を受けた 

街頭指導員により、計画に基づき効果的な業務の推進に努める。 

② 街頭検査補助業務 

運輸支局で計画的に実施される各地域での点検整備の啓発、整備不良車の取り 

締まりを目的とした街頭検査には同支局から任用された当該職員が取締補助員と

して積極的に参加協力する。 

 

(5)  交通事故相談業務と共済保険対策 

    交通事故に関する相談業務については、西日本自動車共済協同組合の事故調査員

と協力して、共済契約者に限定することなく、その他一般県民からの相談に対して

も交通安全対策の観点から積極的に対応することとし、その対応に当たっては、誠

実かつ適切に推進する。 

   また、無保険(無共済)車の街頭指導活動及び自動車共済事業を通じて自賠責保険

の加入促進を積極的に図る。 

 

(6)  証紙売捌き取扱い業務 

自動車税に係る証紙の売捌き取扱業務については、県税事務所の指導の下に佐賀 

県軽自動車協会と綿密な連絡をとり、迅速、適正かつ円滑な業務を推進する。 

 

(7)  西日本自動車共済事業 

   組合員相互扶助の理念に基づく顧客サ－ビスに徹し、新規市場の開拓と継続契約

の保全を重要課題としてとらえ、県支部の年間目標達成に向けて努力する。 

   また、事業基盤の拡充強化を図るため、広報活動を推進するほか、定期的に担当

職員に対する実践的な教養を実施し知識・技能の向上を図り、正確かつ円滑な共済

業務の実現に努める。 

 



  

 

 

(8)  自動車登録事務の相談・指導(登録)業務 

ユ－ザ－等のニ－ズを的確にとらえ、これに対応した業務の改善を図るとともに、 

親切丁寧、スピ－ディなサ－ビスに努め、取扱量の拡大を目指し、更に事務能力を

高め信頼性を確保する。 

 

(9)  そ の 他 

① 佐賀県自家用自動車協同組合に対する協力 

事務委託を受けている佐賀県自家用自動車協同組合の業務運営については、事

業拡大を図るとともに適正な業務管理に努める。 

② 全国自家用自動車協会等との連携強化 

時代の変遷、要請に応じ、協会組織及び運営の一層の強化を目指すため、全国

自家用自動車協会及び九州・山口自家用自動車協会連合会と緊密な連携を図り、

経営基盤確立のための各種事業の将来を展望した検討を重ねるほか、両連合会等

団体が実施する各種の事業に対し積極的に参加・協力する。 

   



Ⅰ　収　入　の　部
（単位：円）

区　分　

交通安全対策事業 車庫調査事業 共　通 小　計 証･印紙売捌等事業 共済事業 その他事業 共　通 小　計

１． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,700,000 0 31,700,000 31,700,000 0

平 等 割 0 0 0 6,685,000 6,685,000 6,657,000 28,000

車 両 割 0 0 0 12,735,000 12,735,000 12,680,000 55,000

0 0 0 12,280,000 12,280,000 12,363,000 △ 83,000

２. 150,000 39,600,000 0 39,750,000 6,800,000 74,000,000 0 0 80,800,000 0 0 120,550,000 126,600,000 △ 6,050,000

150,000 39,600,000 39,750,000 6,800,000 74,000,000 80,800,000 120,550,000 126,600,000 △ 6,050,000

３. 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000 18,000,000 0 0 18,000,000 18,000,000 0

0 0 0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 0

４. 0 0 0 0 0 0 0 1,420,000 1,420,000 0 0 1,420,000 4,410,000 △ 2,990,000

0 0 0 20,000 20,000 20,000 110,000 △ 90,000

0 0 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 4,300,000 △ 2,900,000

５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

６． 0 0 11,765,000 11,765,000 0 0 0 17,865,000 17,865,000 0 0 29,630,000 0 29,630,000

11,765,000 11,765,000 17,865,000 17,865,000 29,630,000 29,630,000

150,000 39,600,000 11,765,000 51,515,000 6,800,000 74,000,000 0 37,285,000 118,085,000 31,700,000 0 201,300,000 180,710,000 20,590,000

≪注≫前年度の「増減」欄において、△印は本年度予算額が前年度予算額より減少したことを示す。 (171,670,000)

内部取引法人会計

正
会
員

会　　費　　収　　入

受 取 利 息 ･ 配 当

当 期 収 入 合 計

雑 収 入

特 定 預 金 取 崩 収 入

保 険 積 立 金
取 崩 収 入

退 職 積 立 金
取 崩 収 入

繰   入   金   収   入

繰 入 金 収 入

収　支　予　算　書

自　平成２３年　４月　１日
至　平成２４年　３月３１日

実施事業等会計 その他事業会計 合　計 前年度予算 増　　減

予　　算　　額

　科　目

負　 担　 金　 収 　入

雑　　　 収　　　 入

負 担 金 収 入

賛 助 会 員

事　　業　　収　　入

手 数 料 収 入



Ⅱ　支　出　の　部
（単位：円）

区　分　

交通安全対策事業 車庫調査事業 共　通 小　計 証･印紙売捌等事業 共済事業 その他事業 共　通 小　計

Ⅰ 9,080,000 39,565,000 2,520,000 51,165,000 3,000,000 15,000,000 0 99,695,000 117,695,000 0 0 168,860,000 177,710,000 △ 8,850,000

 1 役 員 報 酬 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 5,040,000 5,040,000 0

 2 給 料 手 当 4,000,000 25,500,000 29,500,000 59,500,000 59,500,000 89,000,000 96,000,000 △ 7,000,000

 3 共 済 手 当 0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 △ 1,000,000

 4 退 職 金 0 0 0 300,000 △ 300,000

 5 福 利 厚 生 費 160,000 980,000  1,140,000 2,660,000 2,660,000 3,800,000 4,010,000 △ 210,000

 6 法 定 福 利 費 680,000 4,220,000  4,900,000 11,500,000 11,500,000 16,400,000 16,655,000 △ 255,000

 7 旅 費 交 通 費 0 900,000 900,000 900,000 1,000,000 △ 100,000

 8 通 信 運 搬 費 480,000 480,000  960,000 960,000 960,000 1,920,000 1,920,000 0

 9 消 耗 什 器 備 品 費 50,000  50,000 50,000 50,000 100,000 105,000 △ 5,000

10 消 耗 品 費 900,000 1,350,000  2,250,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 4,700,000 △ 200,000

11 修 繕 費 150,000  150,000 150,000 150,000 300,000 207,000 93,000

12 印 刷 製 本 費 250,000  250,000 250,000 250,000 500,000 510,000 △ 10,000

13 燃 料 費 20,000  20,000 80,000 80,000 100,000 120,000 △ 20,000

14 光 熱 水 料 費 165,000 500,000  665,000 665,000 665,000 1,330,000 1,330,000 0

15 賃 借 料 1,000,000 2,776,000  3,776,000 5,664,000 5,664,000 9,440,000 9,440,000 0

16 保 険 料 14,000  14,000 126,000 126,000 140,000 123,000 17,000

17 租 税 公 課 3,200,000  3,200,000 4,800,000 4,800,000 8,000,000 8,700,000 △ 700,000

18 研 修 費 120,000 120,000 150,000 150,000 270,000 220,000 50,000

19 助 成 金 支 出 0 0 0 450,000 △ 450,000

20 広 報 宣 伝 費 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 2,300,000 700,000

　科　目

事　　　業　　　費

実施事業等会計 増　　減前年度予算額合　計その他事業会計
予　　算　　額

法人会計 内部取引



21 支 払 負 担 金 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,440,000 △ 40,000

22 諸 謝 金 0 120,000 120,000 120,000 120,000 0

23 新 聞 図 書 費 75,000 75,000  150,000 150,000 150,000 300,000 300,000 0

24 渉 外 交 際 費 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0

25 表 彰 費 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0

26 支 払 手 数 料 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,200,000 △ 200,000

27 雑 費 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,220,000 780,000

Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,070,000 0 2,070,000 2,400,000 △ 330,000

 1 退 職 金 0 0 0 300,000 △ 300,000

 2 旅 費 交 通 費 0 0 520,000 520,000 550,000 △ 30,000

 3 会 議 費 0 0 1,550,000 1,550,000 1,550,000 0

Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 建 物 ・ 車 両 ・ 備 品 0 0 0 0

0 0 0 0

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,630,000 0 29,630,000 0 29,630,000

 1 繰 入 金 支 出 0 0 0 0 0 29,630,000 29,630,000 0 29,630,000

Ⅴ 350,000 350,000 390,000 390,000 740,000 600,000 140,000

9,080,000 39,565,000 2,870,000 51,515,000 3,000,000 15,000,000 0 100,085,000 118,085,000 31,700,000 0 201,300,000 180,710,000 20,590,000

△ 8,930,000 35,000 8,895,000 0 3,800,000 59,000,000 0 △ 62,800,000 0 0 0 0 0

0 0 25,864,878 25,864,878 10,665,839  

△ 8,930,000 35,000 8,895,000 0 3,800,000 59,000,000 0 △ 62,800,000 0 25,864,878 0 25,864,878 10,665,839

≪注≫前年度の「増減」欄において、△印は本年度予算額が前年度予算額より減少したことを示す。 (171,670,000)

次 期 繰 越 収 支 差 額

当 期 収 支 差 額

当 期 支 出 合 計

前 期 繰 越 収 支 差 額

予　　　備　　　費

管　　　理　　　費

固 定 資 産 取 得 支 出

繰　入　金　支　出
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